
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（ 経済産業省 ）

制 度 名 車体課税の簡素化、グリーン化、負担軽減の検討

税 目 自動車重量税

要

望

の

内

容

平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定）において、車体
課税（自動車重量税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税）の抜本的な見直
しの検討が規定されているところ。
上記に基づき、車体課税については、自動車重量税・自動車取得税の時限的

減免（エコカー減税）の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地
方の財政の状況も踏まえつつ、当分の間として適用される税率の取扱いを含
め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討す
る。

平年度の減収見込額
（制度自体の減収額）

百万円
（ 百万円）
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設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

所得税法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 6号）附則第 149 条にお
いて、平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定）に基づき、
車体課税（自動車重量税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税）の抜本的な
見直しの検討が規定されているところ。

上記に基づき、車体課税については、自動車重量税・自動車取得税の時限的
減免（エコカー減税）の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地
方の財政の状況も踏まえつつ、当分の間として適用される税率の取扱いを含
め、簡素化、グリーン化、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に
適確に対応するための措置を検討し、その結果に応じて、所用の見直しを行
う。

⑵ 施策の必要性

附則第 149 条において、平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣
議決定）に基づき、車体課税（自動車重量税、自動車取得税、自動車税、軽自
動車税）の抜本的な見直しの検討が規定されており、簡素化、グリーン化、負
担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討することが必要。
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